
寒 川 町 介 護 保 険 条 例 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(介 護 認 定 審 査 会 の 委 員 の 定 数 ) (介 護 認 定 審 査 会 の 委 員 の 定 数 ) 

第 2条  寒 川 町 介 護 認 定 審 査 会 (以 下 「 認

定 審 査 会 」と い う 。)の 委 員 の 定 数 は 、1

3人   と す る 。  

第 2条  寒 川 町 介 護 認 定 審 査 会 (以 下 「 認

定 審 査 会 」と い う 。)の 委 員 の 定 数 は 、2

5人 以 内 と す る 。  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(保 険 料 の 徴 収 猶 予 ) (保 険 料 の 徴 収 猶 予 ) 

第 13条  （ 略 ）  第 13条  （ 略 ）  

2 前 項 の 申 請 を す る 者 は 、次 に 掲 げ る 事

項 を 記 載 し た 申 請 書 に 徴 収 猶 予 を 必 要

と す る 理 由 を 証 明 す べ き 書 類 を 添 付 し

て 、 町 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

2 前 項 の 申 請 を す る 者 は 、次 に 掲 げ る 事

項 を 記 載 し た 申 請 書 に 徴 収 猶 予 を 必 要

と す る 理 由 を 証 明 す べ き 書 類 を 添 付 し

て 、 町 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

( 1 )  第 1号 被 保 険 者 及 び そ の 属 す る 世

帯 の 生 計 を 主 と し て 維 持 す る 者 の 氏

名 及 び 住 所            

                

                

                

                  

( 1 )  第 1号 被 保 険 者 及 び そ の 属 す る 世

帯 の 生 計 を 主 と し て 維 持 す る 者 の 氏

名 、住 所 及 び 個 人 番 号（ 行 政 手 続 に お

け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番

号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律（ 平 成 25年 法

律 第 27号 ）第 2条 第 5項 に 規 定 す る 個 人

番 号 を い う 。 次 条 に お い て 同 じ 。 ）  

(2)・ (3) （ 略 ）  (2)・ (3) （ 略 ）  

(保 険 料 の 減 免 ) (保 険 料 の 減 免 ) 

第 14条  （ 略 ）  第 14条  （ 略 ）  

2  前 項 の 規 定 に よ り 保 険 料 の 減 免 を 受

け よ う と す る 者 は 、普 通 徴 収 の 方 法 に よ

り 保 険 料 を 徴 収 さ れ て い る 者 に つ い て

は 納 期 限 前 7日 ま で に 、 特 別 徴 収 の 方 法

に よ り 保 険 料 を 徴 収 さ れ て い る 者 に つ

い て は 特 別 徴 収 対 象 年 金 給 付 の 支 払 に

係 る 月 の 前 々 月 の 15日 ま で に 、次 に 掲 げ

る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 に 減 免 を 受 け

よ う と す る 理 由 を 証 明 す る 書 類 を 添 付

し て 、 町 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

2  前 項 の 規 定 に よ り 保 険 料 の 減 免 を 受

け よ う と す る 者 は 、普 通 徴 収 の 方 法 に よ

り 保 険 料 を 徴 収 さ れ て い る 者 に つ い て

は 納 期 限 前 7日 ま で に 、 特 別 徴 収 の 方 法

に よ り 保 険 料 を 徴 収 さ れ て い る 者 に つ

い て は 特 別 徴 収 対 象 年 金 給 付 の 支 払 に

係 る 月 の 前 々 月 の 15日 ま で に 、次 に 掲 げ

る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 に 減 免 を 受 け

よ う と す る 理 由 を 証 明 す る 書 類 を 添 付

し て 、 町 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

( 1 )  第 1号 被 保 険 者 及 び そ の 属 す る 世

帯 の 生 計 を 主 と し て 維 持 す る 者 の 氏

名 及 び 住 所       

( 1 )  第 1号 被 保 険 者 及 び そ の 属 す る 世

帯 の 生 計 を 主 と し て 維 持 す る 者 の 氏

名 、 住 所 及 び 個 人 番 号  

(2)・ (3) （ 略 ）  (2)・ (3) （ 略 ）  

3 （ 略 ）  3 （ 略 ）  

～ 略 ～  ～ 略 ～  



 附  則  

 こ の 条 例 は 、平 成 28年 1月 1日 か ら 施 行 す

る 。 た だ し 、 第 2条 の 改 正 規 定 は 、 同 年 4

月 1日 か ら 施 行 す る 。  

 


